
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回覧 
        

          

 

裏面をご覧ください 

 

久慈市社会福祉協議会 

 久慈市社会福祉協議会は、市民のみなさんの身のまわりで困っていることや望んでい

ることなどを、みんなで話し合い、力をあわせて解決するための活動を進めている民間

の社会福祉団体です。社会福祉協議会（社協）は全国の各市町村に組織されております。 

 久慈市内の地域代表や、民生児童委員、ボランティア団体、関係行政機関などが中心

となり、これに全住民が参加して、福祉活動を展開していく住民主体の組織です。社協

活動は市民のみなさんから寄せられた会費や寄付金、行政からの補助金などによって支

えられています。 

 お寄せいただいた会費は、地域福祉推進のための貴重な財源として活用させていただ

きますので、今年もご協力をよろしくお願いいたします。 

○ 組織体制 

評議員会を諮問機関、理事会を議決機関に位置づけ、理事・監事 15 名・評議員 27 

名（学識経験者や地域代表者、社会福祉関係団体代表者など）で構成し、事務局（職 

員 47 名）は総務企画課、地域福祉課、生活支援課、山形事務所の 4 課を設置していま

す。 

○ 平成 27 年度社協会費の実績報告 

10,356 世帯より 10,344,300 円のご協力をいただきました。 

  ご協力いただいた会費は、ふれあいサロンやあんしんサポー 

ト事業など、地域福祉活動の財源として活用いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

誰もが参加し、支えあい、共に創ろう ふくしのまち 

○ 活動拠点 

  福祉の村にある久慈市総合福祉センター（旭町）をはじめ、山形老人福祉センター 

（山形町川井）、ふくしサロンしあわせＳＵＮ（二十八日町）において福祉活動を展開

しています。 
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社 協 では・・・ 
このような事業を行っています 

受託事業の実施 

◇ 高齢者生きがいづくり事業 

  健康・教養講座、白樺大学の開催 

◇ 生活困窮者自立相談支援事業 

  生活あんしん相談室の運営、支援調整会議の

開催 

◇ 日常生活自立支援事業 

  判断能力に不安のある高齢者や障がいのあ

る方への福祉サービス利用援助、金銭管理 

◇ 生活福祉資金貸付事業 

◇ 生活支援相談員設置事業 

  被災世帯の訪問、サロン活動等による支援 

7 月 1 日発行の社協だより「しあわせＳＵＮ 

№41」（各世帯へ配布）、ホームページへも平成

28 年度事業計画・収支予算を掲載いたしてお

りますのでご覧ください。 

 

問い合せ先：久慈市社会福祉協議会 TEL ５３ – ３３８０ 

地域、みんなで支えあうまちづくりを目指して 

（主な事業） 

〔 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 〕 

福祉教育・子育て支援 

◇ 寺子屋合宿 

  小学生を対象に体験学習や地域との交流を通

して、思いやりの心を育むことを目的に 1 泊 2 日

の体験合宿を開催 

◇ 福祉作文コンクール 

  児童・生徒の福祉意識の高揚を図ることを目的

に実施、入選者を社会福祉大会において表彰 

◇ つどいの広場の運営（二十八日町） 

  子育て親子の交流の場の提供と相談会や子育

て支援講習会等の開催 

http://www.kuji-shakyo.JP/ 

◇ 居宅介護（予防）支援事業 

  ケアプラン作成等のケアマネジメントの実施 

◇ しあわせ SUN 高齢者デイサービスの運営 

◇ 地域活動支援センターチャレンジランドの運営 

在宅障がい者が自立した日常生活を送れるよう

創作活動や交流の場を提供 

 

   

介護支援・障がい者福祉 

ふれあいのまちづくりの推進 

◇ ボランティア活動センターの運営 

  ボランティアの育成支援、 

災害ボランティア活動の推進 

◇ 地域のボランティア活動への助成 

◇ あんしんサポート事業 

  高齢者や障がい者等、日常の家事に困っている

方や介助が必要な方に対して、有償ボランティア

による家事援助サービスを提供 

◇ ふれあい福祉まつりの開催 

地域での支えあい活動の推進 

◇ 地域福祉活動計画の推進、管理 

◇ ふれあいサロン実施への支援 

  実施に係る経費の一部助成（月：上限 2 千円）

や集いの開催、サロン立ち上げ、実施への支援等 

◇ 除雪支援活動への支援 

  町内会等による除雪要支援世帯に対する除雪

活動への一部助成  


